
【総務・経理 関係】                         担当 横内 坂本 塚原 

                                電話 055-262-4422 

 

総務委員会が開催されました 

 

標記委員会が次により開催され、その概要は次のとおりです。 

 

◇日 時  平成１８年４月６日(木)１３：３０～１５：３０ 

◇場 所  振興会会議室 

◇出席者  水野委員長、細田副委員長、飯室委員、羽中田委員、大木委員 

佐藤委員、水口委員、渡辺委員、佐野委員 

◇協議事項 

１．平成１８年度の委員会審議課題について 

１）青年部組織の立ち上げと具体的な活動 

（具体的な準備会を含めた日程等の企画検討） 

２）定款に付帯する各委員会の見直し 

（理事・監事候補者選考基準内規、支部規約の具体的検討方法等） 

２．会員事業場のＩＴ化推進について（継続） 

（各事業場のＩＴ化事情の把握とインターネット（Ｅメール等を含む）活用した

各種情報の受発信構想） 

３．その他 

なし 

 

常任理事会が開催されました 

 

標記委員会が次により開催され、その概要は次のとおりです。 

 

◇日 時  平成１８年４月１３日(木)１７：００～２２：３０ 

◇場 所  振興会会議室 

◇審議事項     

１．平成１７年度事業報告・収支決算報告について 

  （理事会への提出議題の検討と確認） 

 

２．各種規程の一部改正について 

（理事会へ上程されている委員会規約、青年部規約、総会運営内規の各規約案につ

いて、再確認） 

 

３．その他 

１）指定協企画委員会の協議概要について 

２）環境に優しい自動車関連整備事業場表彰候補事業場の推薦について 

３）総務委員会の開催概要について 
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理事会が開催されました 

 

◇日 時  平成１８年４月１８日（火）１４：００～１９：００ 

◇場 所   振興会大講堂 

◇議 事 

１） 平成１７年度事業報告及び決算報告について 

（事業報告及び決算報告を原案通り、総会提出議案とすることが承認） 

２） 平成１８年度事業計画及び収支予算（案）について 

（事業計画及び収支予算（案）を原案通り、総会提出議案とすることが承認） 

３） 各種規約等の改正（案）等について 

（各種規約等の改正及び制定は下記により承認され、４月１８日付で改正及び制定） 

・委員会規約（諮問機関のみでなく委員からの意見審議も踏まえ、各委員会の担

当事項の見直しを主に改正） 

・青年部規約（業界を担う事業目的と各支部青年部を基盤とした幅広い組織構成

を主に改正）  

・総会運営内規（総会運営を公正かつ効率良く運営するため、新たに制定） 

・技術講習所規程・専任講師報酬規定・教務職員給与規定 

４）商工組合定款の一部改正について 

    （組合事業の円滑化と活性化を図るための常任理事会の組織化と市町村合併による

住居表示の変更等による見直し） 

５）その他 

・環境に優しい自動車関連整備事業場表彰候補事業場の推薦について 

（現行の表彰審査基準のみを満たすことなく、実態に促した新たな推薦基準を見直

す必要性から、本年度の新規推薦は見合わせ、次年度へ向け当業界独自の選考基

準も踏まえた推薦基準を策定し、周知及び啓蒙活動を推進し募集方法を検討する） 

・監事の職制について 

（新定款により監事の職制が明確化され、財務及び会計監査のみならず、業務執

行状況について、理事会においても監事の立場で意見を頂けるよう検討） 

 

《委員会規約》 

（目的） 

  第１条 定款第３７条の規定により、本会に設置する委員会の組織及び運営は、この規約に 

よる。 

     ２ 委員会は振興会業務の円滑な運営を図るため、会長の諮問及び委員からの意見を 

審議し、必要に応じて会長に提案を行うものとする。 

（種別） 

  第２条 委員会の種別及び担当事項は次による。 

      総務委員会 

       １．組織の運営に関すること。 

       ２．予算・決算に関すること。 

       ３．定款及び諸規程に関すること。 

       ４．他の委員会に属さない事項に関すること。 
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      業務委員会 

       １．定期点検（車検）業務に関すること。 

       ２．業務全般の改善に関すること。 

       ３．環境保全に関すること。 

      経営委員会 

       １．経営の改善に関すること。 

       ２．関係法令に関すること。 

       ３．経営に伴う諸法令に関すること。 

       ４．点検整備の促進に関すること。 

      教育委員会 

       １．整備技術の向上に関すること 

       ２．技術講習所に関すること。 

       ３．整備技能登録試験に関すること。 

       ４．その他教育に関すること。 

（組織） 

  第３条 各委員会の委員の定数は、１５名以内とする。 

     ２ 委員は、理事会の同意を経て、理事並びに学識経験者等のうちから会長が委嘱する。 

     ３ 委員会に委員長、副委員長各１名を置く。 

     ４ 委員長及び副委員長は、会長が指名する。 

（任期） 

  第４条 委員の任期は、２年とし期間は本会役員の任期に準ずる。 

     ２ 補充による委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

（委員会） 

  第５条 委員会は会長の要請があったとき、又は委員からの委員会開催請求があるなど委員 

長が必要と判断したときに委員長が招集し議長となる。 

    ２ 委員長は必要に応じ、他の委員会の委員又は学識経験者等の出席を求め 

      ることができる。 

    ３ 委員会は、委員の過半数の出席により開催し、議事は出席委員の過半数 

      をもって決する。 

      但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 

（会議の報告） 

  第６条 委員長は委員会の議事録を作成し、会長に提出するものとする。 

（規約改廃） 

  第７条 この規約の改廃は、会長が理事会の承認により行う。 

 

《青年部規約》 

（目的） 

第１条 (社)山梨県自動車整備振興会（以下「振興会」という。）定款第３９条及び山梨県自動 

車整備商工組合（以下「商工組合」という。）定款第６０条の規定により、設置する青 

年部の組織及び運営は、この規約による。 

２ この部は、振興会及び商工組合の青年部組織として部員の活動を総括するとともに、 

部員相互の研鑽と親睦を深める事業を行い、もって自動車整備事業の発展と活性化 

に寄与することを目的とする。 

（名称及び事務所） 

第２条 この部は、振興会及び商工組合青年部（総称：ＡＭＳ山梨青年部、以下「青年部」とい 
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う。）と称し、事務所は、山梨県笛吹市におく。 

（事業） 

第３条 この部の目的を達するため、次の事業を行う。 

(1)  振興会、商工組合、部員の事業に関する支援、協力。 

(2) 青年部活動等の啓蒙と情報提供、情報交換及び広報。 

(3) 自動車整備業界の発展に必要な提言等。 

(4) 後継者育成のための組織化促進並びに部員の増強。 

(5) その他この部の目的を達成するために必要な事業。 

（組織構成） 

第４条 この部は、振興会及び商工組合の各支部青年部をもって組織する。 

２ 各支部青年部に関する規約等は、各支部において別に定める。 

（役員） 

第５条 この部に次の役員をおく。 

        運営委員   １８名以上３６名以内 

(役員の任期） 

第６条 振興会及び商工組合の定款による役員の任期に準ずる。 

但し、再任を妨げない。 

２ 欠員のため補選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(役員の選任及び職務） 

第７条 運営委員は、各支部青年部から選出された１名もしくは２名で構成する。 

２ 運営委員のうち１名を部長、４名を副部長、２名を幹事とし、運営委員会において互選 

する。 

３ 山梨県中小企業団体青年中央会の理事を派遣する場合は、運営委員の中から代表 

理事１名を推薦する。 

４ 部長は、部を代表し、部の業務を執行する。 

５ 副部長は、部長を補佐し、又は代理する。 

     ６ 幹事は、この部の業務を処理する。 

（会議） 

第８条 会議は、運営委員会及び正副部長会議とする。 

      ２ 運営委員会及び正副部長会議は、部長が必要と認めたとき招集し、部長が議長となる。 

３ 正副部長会議は、部長、副部長、幹事、代表理事で構成する。 

(議決） 

第９条 運営委員会の議決は、過半数が出席し、出席した運営委員の過半数により議決する。 

但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 

(委員会） 

第 10 条 必要により委員会を置くことができる。 

委員会の種類及び運営について必要な事項は、運営委員会において定める。 

(附則） 

       １ この規約に定めのない事項及び改廃は、運営委員会において検討し、振興会及び商工 

組合の理事会審議を経て、これを決定する。 

      １ 会員の年齢は、満５０才までとする。なお、役員就任中はこの限りではない。 

１ この規約は、平成１８年４月１８日より実施する。 
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《総会運営内規》 

（目的） 

第１条  この内規は定款第４章に基づく総会運営を公正かつ効率良く運営することを目 

的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この内規の適用範囲は定款に定めるもののほか、第１条の目的のため、総会運営

の必要事項について適用する。 

（議長等） 

第３条 定款２４条に定める議長は、次の手順にて選出する。 

１）効率良く総会を運営するため、出席予定の正会員の中から、あらかじめ候補者

を選出する。 

２）候補者は、常任理事会（会長、副会長、支部長会会長、支部長会副会長及び事

務局理事）にて選考する。 

３）他の候補者が総会の場において立候補した場合は、出席正会員による多数決等

で決定する。 

４）議事録署名人についても同様とする。 

（書面表決等） 

第４条 定款第２７条に定める書面表決等は、次による。 

１）書面表決の様式及び手続きは、常任理事会の決議を経て、会長が定める。 

２）書面表決の判定は、事務局が取りまとめ報告する。 

３）委任状の様式及び手続きは、常任理事会の決議を経て、会長が定める。 

４）委任の有効性の判定は、事務局が確認し、総会に報告する。 

（その他） 

第５条 １）総会開催日程等は、常任理事会で審議し、理事会で承認する。 

２）総会出席会員の資格審査は、事務局が確認する。 

３）その他総会運営について必要な事項は、常任理事会で審議し、理事会で承

認する。 

 

付 則 

１．この内規は理事会の議決により改訂することができる。 

２．この内規は平成１８年４月１８日より発効する。 

３．この内規は平成１８年度理事会議決に基づき、平成１８年度総会より実施する。 

 

セーフティードライブ・チャレンジ２００参加チーム募集について 

 

山梨県では、交通事故防止対策として、県民一人ひとりが「毎日の生活の中で、交通ルー

ルを守ることにより、事故を起こしたり、事故に遭わないように実践する」啓発活動を地域、

学校、職場などあらゆる領域で進めています。 

そこで、この啓発活動の一環として５人１チームで２００日間、無事故・無違反に挑戦す

る「セーフティードライブ・チャレンジ２００」が次ぎにより開催されることから、今年も

自動車整備業界として参加しますので、皆様のチャレンジをお待ちしております。 

 

１．実施期間  平成１８年６月１５日（木）～１２月３１日（日） 
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の２００日間 

２．応募資格  運転免許証（国内免許）を持つ県内在住又は県内在勤者 

３．申込方法  申込用紙を５月２６日（金）までに振興会総務課にご提出下さい。 

        （参加料３,５００円は本会で負担します） 

４．問い合せ  総務課（坂本、塚原）まで 

 

道路特定財源の転用反対に関する署名活動について 

 

「道路特定財源問題」は、自動車関連１９団体で構成する「自動車税制改革フォーラム」

（当業界を含む自動車関係１９団体）が中心となって、昨年１１月から署名活動や総決起大

会、新聞等による広報活動等を展開するとともに、関係方面に陳情等を行っています。 

政府・与党の基本方針では一般財源化・暫定税率維持の方向性が打ち出され、平成１９年

度の取扱いは「歳出・歳入一体改革」のなかで議論されることになっており、本年が正念場

の年となっています。 

当面の議論の場としては、本年６月の財政諮問会議、最終決着は年末の１９年度予算・税

制改正議論で本格議論されることになります。 

このことから「自動車税制改革フォーラム」では、今後、政府・与党への理解活動や世論

喚起のための広報活動を展開していくこととしており、自動車整備業界においても標記署名

活動の実施を求められています。 

そこで、整備事業関連の従業員等を対象とした署名活動を展開しました。 

 その結果、緊急かつ短期間の展開にもかかわらず、目標数１０００名を大幅に上回り、 

１,８８７名の署名を集めることが出来ました。 

会員の皆様には業務多忙の折、速やかに対応して頂き、厚くお礼申し上げます。 
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総務担当 総務担当
総務・経理部門 （課長） （係員）
部門総括 坂本千鶴 塚原秀典
（総務企画担当）
（課長） 経理担当

横内　優 （係長）
猪股美香

指導担当 指導担当
指導・教育部門 （係員） （係員）
部門総括 輿石直紀 飯島　学
（課長）

山下　進 教育担当
（係長）

入倉和代

(専任講師)
福島五郎

事業担当 事業担当 事業担当 事業担当
（係員） （係員） （係員） （係員）

名取伸也 輿水大樹 堀内美沙枝 堀内加奈

事業担当 事業担当 事業担当
（係員） （ﾊﾟｰﾄ） （ﾊﾟｰﾄ）
藤原貴代美 内田幸美 伊藤由香梨

事業・購販
予備検車部門
部門総括
（課長）

落合達也 購販担当 購販担当
（課長代理） （ﾊﾟｰﾄ）

塩島博夫 堀内美和

予備検車担当 予備検車担当 予備検車担当 予備検車担当

（係長） （係員） （ﾊﾟｰﾄ） （ﾊﾟｰﾄ）
堀内立男 中沢常信 金子恒雄 鷹野勝三

(社)山梨県自動車整備振興会
山梨県自動車整備商工組合 平成１８年４月　現在

保坂明夫

斉木重夫

組織図

理事・事務局次長

専務理事
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